
越谷市 

令和２年１０月２８日 

高齢者施設への新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施について 

今般、「高齢者施設への新規入所者に対するＰＣＲ検査」について、下記のとおり

実施することといたしましたので、ご報告いたします。 

記 

１．事業概要 

高齢者等が入所する市内施設における新型コロナウイルスの感染予防を支援 

するため、新規入所者に対するＰＣＲ検査について、市が無償で実施します。 

２．対象施設・対象者 

市内の高齢者向け入所施設（特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け 住

宅、有料老人ホーム、老人保健施設、軽費老人ホーム、グループホーム、養護老人

ホーム：全８８施設）への入所予定者で、ＰＣＲ検査を希望する方。 

３．実施期間 

令和２年１１月９日（月）から令和３年３月３１日（水）まで 

４．実施方法 

市が唾液を用いたＰＣＲ検査を民間検査機関に委託し、検査結果を施設へ報告。 

高齢者向け施設への入所・入居前に行うＰＣＲ検査の費用を市が全額負担 

・感染の疑いがないことを確認したうえで施設入所 

・施設内の初期的感染経路を遮断、感染予防を支援

【問い合せ】 

福祉部 介護保険課：TEL 048-963-9305
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